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１　機構図 　　　（令和元年５月21日現在） （補）は課長補佐

飯島　雄一郎

担当係長 大原　礼

担当係長 三浦　克康

米森　勝行

（補）担当係長 上田　新平

担当部長
新保　康裕

河野　正樹担当課長

職員係長

（補）担当係長

菅谷　良一

（補）担当係長

担当係長 織地　啓

伊藤　梓

武居　真紀

村木　直明（補）担当係長

担当係長

担当係長

担当係長

担当係長 加藤　裕隆

関根　良

多田　旭幸

永田　実

蝦名　隆元

海老原　信良

客船事業推進課長

港湾局長
中野　裕也

みなと賑わい振興部長
落合　明正

港湾物流部長
佐々田　賢一

副局長
（政策調整部長

兼務）
下村　幹夫

政策調整部長
＜副局長兼務＞

石渡　健太郎斎藤　愼太郎

海外事業等促進担当課長

賑わい振興課長

（補）担当係長

（補）担当係長

担当係長 堀川　賢二

担当係長

担当課長

総務課長

（補）担当係長

担当係長 幡野　邦典

平賀　匡生

御調　知伸

物流運営課長

物流企画課長 （補）担当係長

政策調整課長 担当係長

（補）担当係長 石井　雅樹

成田　公誠

（補）庶務係長

雨宮　隆

三好　健治

佐々木　淳

箕輪　竜一

松崎　智弘

中村　一己

担当係長

調整担当係長

有路　益義

整備推進課長

担当課長

帰山　誠人

担当係長

浅野　善広

担当課長

瀬下　英朗

平原　雄

宮本　香織

荻原　浩二

（補）担当係長 丸山　晶子

担当係長
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八田羽　拓也

担当係長 貝瀬　修一

木村　芳生

桑山　孝仁

上原　直樹

福田　大

担当係長

担当係長

担当係長

畠山　幹貴

担当課長

渡邊　充

高橋　哲雄

担当課長

港湾管財部長
河村　義秀

山下ふ頭再開発調整室長
植松　久尚

森　隆行

担当係長 行田　習一郎

建設第二課長 （補）担当係長

担当係長

本城　泰之

鈴木　明彦

担当係長

高橋　一郎

岩田　範弘担当係長

中城　佳子

施設管理等担当係長

髙橋　渉

山下　大輔

保月　知

岩﨑　如透

氏家　治

担当係長

担当係長 大貫　剛岸本　弘之

担当係長 伊藤　健彦

担当係長 小林　摩耶担当課長

担当係長

建設第一課長

松波　義治

（補）担当係長

管財第二課長

担当係長

坂本　敏幸

技術監理等担当係長

（補）担当係長

管財第一課長

峯岸　崇

保全管理課長

谷　政史

川邉　哲也

担当係長

牧野　仁志 担当係長

担当係長

担当係長

高村　英一

佐藤　大希

坂本　寛和

担当係長　 大賀　宣保

建設保全部長
厨川　研二

担当係長

白井　一彦

担当課長

水域管理係長

塚脇　浩平

担当課長

林　総

山下ふ頭再開発調整課長 （補）担当係長
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２　派遣職員一覧表

 令和元年５月21日現在

　 補　職　名 氏　　　　　名

港湾局担当部長 武　島　　和　仁

港湾局担当課長 高　橋　　　　哲

港湾局担当課長 柿　沼　　友　樹

港湾局担当係長 高　橋　　健　二

港湾局担当係長 櫻　井　　貴　廣

港湾局担当部長 奥　野　　雅　量

港湾局担当課長 鹿志村　　兼　貴

港湾局担当課長 居　塚　　宣　明

港湾局担当課長 中　村　　　　仁

港湾局課長補佐 成　松　　利　宣

港湾局担当係長 村　上　　温　美

港湾局担当係長 髙　橋　　航　平

港湾局担当係長 大　山　　高　司

港湾局担当係長 三　上　　　　裕

港湾局担当係長 柏　木　　信　二

一般財団法人国際臨海開発研究センター

一般財団法人みなと総合研究財団

横浜川崎国際港湾株式会社

横浜港埠頭株式会社
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３ 事務分掌 

 

政策調整部 

総務課 

(1) 局内の人事及び文書に関すること。 

(2) 局に属する庁舎の管理に関すること。 

(3) 業務状況の公表及び事業報告書に関すること。 

(4) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 

(5) 局の危機管理に関すること。 

(6) 他の室、部及び課の主管に属しないこと。 

 

政策調整課 

(1) 港湾の基本構想、長期計画及び防災計画の立案及び総合調整に関する

こと。 

  (2) 局の重要施策の企画、進行管理及び総合調整に関すること。 

 (3) 臨港地区及び分区の設定に関すること。 

  (4) 横浜市港湾審議会に関すること。 

  (5) 港湾区域内の公有水面の埋立免許の取得に関すること。 

  (6) 新本牧ふ頭建設事業に係る補償、計画及び総合調整に関すること。 

  (7) 埋立区域等における土砂等の受入れに関すること。 

(8) 南本牧ふ頭最終処分場の整備及び調整に関すること（資源循環局の主

管に属するものを除く。）。 

(9)  局内の予算及び決算に関すること。 

 (10) 埋立事業の予算の実施計画、資金計画その他の財政計画に関するこ

と。 

 (11) 埋立事業の一時借入金に関すること。 

 (12) 埋立事業の請負契約並びに物品の供給及び売却に係る契約に関するこ

と。 

 (13) 埋立事業の収入及び支出の認証に関すること。 

 (14) 埋立事業の金銭、有価証券及び物品の出納並びにこれらの保管に関す

ること。 

(15) 埋立事業の棚卸に関すること。 

 (16) 埋立事業の決算に係る証書類の保管に関すること。 

 (17) 港湾施設使用料及び入港料の徴収に関すること。 

（18）港湾に関する国庫補助金等の総合調整に関すること。 

(19) その他局内の経理及び出納に関すること。 

 

 港湾物流部 

物流企画課 

(1) 港湾物流に係る長期計画、整備計画及び防災計画の立案及び進行管理

に関すること。 

(2) 港湾の機能強化施策及び国際コンテナ戦略港湾の計画の立案及び進行

管理に関すること。 
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(3) 港湾物流に係る整備に伴う補償及び調整に関すること。 

(4) 南本牧ふ頭建設事業の総合調整及び推進に関すること。 

(5) 横浜川崎国際港湾株式会社及び横浜港埠頭株式会社が行う施設整備に

係る連絡調整に関すること。 

  (6) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

物流運営課 

(1) 港湾の機能強化施策及び国際コンテナ戦略港湾の推進に関すること

（物流企画課の主管に属するものを除く。）。 

(2) 港湾の物流関連施設等の管理運営の基本計画に関すること（山下ふ頭

再開発調整室の主管に属するものを除く。）。 

(3) 港湾施設使用料及び入港料の調査、研究等並びに料率表の作成及び公

表に関すること。 

(4) 港湾関係団体、港湾関係労働団体及び船員福祉団体との連絡調整に関

すること（他の室及び部の主管に属するものを除く。）。 

(5) 株式会社横浜港国際流通センターに関すること。 

(6) 横浜川崎国際港湾株式会社に関すること（物流企画課の主管に属する

ものを除く。）。 

(7) 横浜港埠頭株式会社に関すること（物流企画課の主管に属するものを

除く。）。 

(8) 港湾及び海運その他港湾産業に関する情報の収集及び分析に関するこ

と。 

(9) 港湾及び海運その他港湾産業に関する情報に基づく船舶及び貨物の誘

致推進に関すること。 

(10) 港湾及び海運その他港湾産業に関する関係機関等との連絡調整に関す

ること。 

(11) 港湾の統計並びにその分析及び解析に関すること。 

 

 みなと賑わい振興部 

  賑わい振興課 

(1) 横浜港のにぎわいの振興に関すること。 

(2) 横浜港の国際交流に関すること。 

(3) 横浜港のにぎわいの振興に資する港湾施設及び市民利用施設の管理運

営に関すること（客船事業推進課及び山下ふ頭再開発調整室の主管に属

するものを除く。）。 

(4) 横浜港のにぎわいの振興を図る事業に係る港湾施設の使用許可等に関

すること（客船事業推進課の主管に属するものを除く。）。 

(5) みなとみらい 21 新港地区における緑の環境をつくり育てる条例に基

づく緑化等の推進に係る協議に関すること。 

(6) 横浜港（みなとみらい 21 新港地区に限る。）の色彩に係る協議に関す

ること。 

(7) 横浜ベイサイドマリーナ株式会社に関すること。 

(8)  公益財団法人帆船日本丸記念財団に関すること。 

(9)  部内他の課の主管に属しないこと。 
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客船事業推進課 

(1) 客船の寄港促進に関すること。 

(2) 大黒ふ頭、新港ふ頭及び大さん橋ふ頭における港湾施設（賑わい振興

課及び建設保全部保全管理課が所管する施設を除く。）の管理運営に関す

ること。 

(3) 大黒ふ頭、新港ふ頭及び大さん橋ふ頭における港湾施設（賑わい振興

課及び建設保全部保全管理課が所管する施設を除く。）の使用許可等に関

すること。 

(4) 大黒ふ頭、新港ふ頭、大さん橋ふ頭、山下ふ頭及び本牧ふ頭における

市が管理する岸壁の船席の指定に関すること（大黒ふ頭、山下ふ頭及び

本牧ふ頭においては客船に係るものに限る。）。 

(5) 大黒ふ頭、新港ふ頭、大さん橋ふ頭、山下ふ頭及び本牧ふ頭における

岸壁の使用許可に係る船舶の着岸の立会いに関すること（大黒ふ頭、山

下ふ頭及び本牧ふ頭においては客船に係るものに限る。）。 

(6) 国際埠頭施設（大さん橋ふ頭に限る。）の保安の確保のために必要な措

置に関すること（建設保全部保全管理課の主管に属するものを除く。）。 

 

整備推進課 

(1) 横浜港のにぎわいの振興に係る長期計画、整備計画及び防災計画の立

案及び進行管理に関すること。 

(2) 横浜港のにぎわいの振興を図る事業に係る整備に伴う補償及び調整に

関すること。 

(3) 客船事業に係る整備に伴う補償及び調整に関すること。 

 

 山下ふ頭再開発調整室 

  山下ふ頭再開発調整課 

(1) 山下ふ頭の再開発に係る土地の取得及びこれに伴う補償に関するこ

と。 

(2) 山下ふ頭の再開発に係る建築物等の移転及びこれに伴う補償に関する

こと。 

(3) 新山下地区の土地利用に関すること。 

(4) その他山下ふ頭の再開発に関すること。 

 

 港湾管財部 

  管財第一課 

(1) 局所管財産の管理及び処分に関すること（他の室、部及び課の主管に

属するものを除く。）。 

(2) 港湾台帳に関すること。 

(3) 海岸保全区域台帳の管理に関すること。 

(4) 国有港湾施設の管理受託及び借受けに関すること。 

(5) 横浜市港湾施設条例（平成 30 年 10 月横浜市条例第 52 号）第 19 条の

規定による使用料及び占用料の減免（横浜市港湾施設条例施行規則（平

成 31 年２月横浜市規則第６号）第 17 条第１項に規定する場合の減免を
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除く。）並びに当該減免に係る使用許可及び占用許可に関するものに限

る。）に関すること（他の部及び課の主管に属するものを除く。）。 

(6) 横浜市港湾施設条例及び横浜市入港料条例（昭和 51 年 12 月横浜市条

例第 62 号）の改正等に係る総合調整に関すること。 

(7) 横浜市港湾施設条例に基づく告示に関すること。 

(8) 国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置に関すること（みなと

賑わい振興部客船事業推進課及び建設保全部保全管理課の主管に属する

ものを除く。）。 

(9) 港湾施設の危機管理に関すること（建設保全部保全管理課の主管に属

するものを除く。）。 

(10) 港湾におけるＩＴ化の推進に関すること。 

(11) 横浜港港湾情報システムの管理及び運用に関すること。 

(12) 港湾環境整備負担金に関すること。 

(13) 臨港地区内の構築物の規制及び行為の届出に関すること。 

(14) 臨港地区における緑の環境をつくり育てる条例に基づく緑化等の推進

に係る協議に関すること（環境創造局及びみなと賑わい振興部賑わい振

興課の主管に属するものを除く。）。 

(15) 横浜港の色彩に係る協議に関すること（みなと賑わい振興部賑わい振

興課の主管に属するものを除く。）。 

(16) 横浜市埋立事業用地処分等事業者選定等委員会に関すること。 

(17) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

  管財第二課 

(1) 港湾区域内の水域利用の総合調整に関すること。 

(2) 港湾区域内の工事等の許可に関すること。 

(3) 港湾区域内の公有水面の埋立免許に関すること（政策調整部の主管に

属するものを除く。）。 

(4) 国際水域施設の保安の確保のために必要な措置に関すること（建設保

全部保全管理課の主管に属するものを除く。）。 

(5) 海上清掃に関すること。 

(6) 局所属船舶（清掃船に限る。）の管理に関すること。 

(7) 放置船舶の対策に関すること（建設保全部保全管理課の主管に属する

ものを除く。）。 

(8) 海陸の境界に関すること。 

(9) 入出港船舶の調整に関すること。 

(10) 入出港届に関すること。 

(11) 市が管理する岸壁の船席の指定に関すること（みなと賑わい振興部客

船事業推進課の主管に属するものを除く。）。 

(12) 岸壁及び物揚場の使用許可等に関すること（みなと賑わい振興部客船

事業推進課の主管に属するものを除く。）。 

(13) 岸壁の使用許可に係る船舶の着岸の立会いに関すること（みなと賑わ

い振興部客船事業推進課の主管に属するものを除く。）。 

(14) 港長、水先人、引き船等関係機関との連絡調整に関すること。 
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(15) 港湾区域内の危機管理に関すること（管財第一課及び建設保全部保全

管理課の主管に属するものを除く。）。 

 

 建設保全部 

建設第一課 

(1) 港湾建設工事等に係る設計及び施行並びにこれらの調整に関すること

(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。 

(2) 港湾建設工事等に係る現場調査及び指導に関すること(建設第二課の

主管に属するものを除く。)。 

(3) 港湾建設工事等に係る用地の管理に関すること(建設第二課の主管に

属するものを除く。)。 

(4) 港湾建設工事等に係る工作物及び施設の維持補修に係る設計及び施行

に関すること(建設第二課及び保全管理課の主管に属するものを除

く。)。 

(5) 港湾建設工事等に係る建設工事用機材の管理に関すること(建設第二

課の主管に属するものを除く。)。 

(6) 国の港湾施設整備事業の推進に係る連絡調整（工事の施行に係るもの

に限る。）に関すること。 

(7) 港湾建設工事及び再開発事業に係る工事に関する技術基準等の作成並

びに指導及び研修に関すること。 

(8) 港湾建設工事及び再開発事業に係る工事の設計単価、歩掛り等の作成

及び調整に関すること。 

(9) 港湾建設工事及び再開発事業に係る工事検査及び安全管理等に関する

こと。 

(10) 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。 

(11) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

建設第二課 

(1) 南本牧ふ頭建設事業及び新本牧ふ頭建設事業に係る設計及び施行並び

にこれらの調整に関すること(政策調整部及び港湾物流部物流企画課の

主管に属するものを除く。)。 

(2) 南本牧ふ頭建設事業及び新本牧ふ頭建設事業に係る現場調査及び指導

に関すること(政策調整部及び港湾物流部物流企画課の主管に属するも

のを除く。)。 

(3) 南本牧ふ頭建設事業及び新本牧ふ頭建設事業に係る用地の管理に関す

ること。 

(4) 南本牧ふ頭建設事業及び新本牧ふ頭建設事業に係る工作物及び施設の

維持補修に係る設計及び施行に関すること(保全管理課の主管に属する

ものを除く。)。 

(5) 南本牧ふ頭建設事業及び新本牧ふ頭建設事業に係る建設工事用機材の

管理に関すること。 

 

保全管理課 



－9－ 
 

(1) 土木施設の維持補修に係る設計及び施行に関すること(建設第一課及

び建設第二課の主管に属するものを除く。)。 

(2) 機械設備並びに船舶及び浮さん橋の新設、建造、増設、改修及び維持

補修に係る設計及び施行に関すること。 

(3) 電気設備の新設、増設、改修及び維持補修に係る設計及び施行に関す

ること。 

(4) 上屋その他陸上施設の建築、改修及び維持補修に係る設計及び施行に

関すること。 

(5) 土木施設、機械設備、船舶、浮桟橋、電気設備及び上屋その他陸上施

設の維持補修に係る現場調査、調整及び指導並びに関係諸機関及び諸団

体との連絡調整に関すること(建設第一課及び建設第二課の主管に属す

るものを除く。)。 

(6) 港湾施設の使用許可等に関すること（他の部の主管に属するものを除

く。）。 

(7) 海岸保全区域内の工事の許可等に関すること。 

(8) 巡視、清掃及び交通安全対策に関すること。 

(9) 港湾施設の点検及び保全に関すること。 

(10) 港湾施設の管理運営に関すること（他の室及び部の主管に属するもの

を除く。）。 

(11) 港湾施設の利用の調整並びに作業の調整及び指導に関すること。 

(12) 国際埠頭施設の保安の確保のために必要な設備の点検及び保全に関す

ること。 

(13) 港内巡視に関すること。 

(14) 国際水域施設の保安の確保のために必要な巡視等に関すること。 

(15) 局所属船舶の管理に関すること（港湾管財部管財第二課の主管に属す

るものを除く。）。 

(16) 放置船舶に係る施策の実施に関すること。 

(17) 沈船等に関すること。 

(18) 風水害等における港湾施設の利用制限に関すること。 

(19) 流出油事故等の対応に関すること。 
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